
別記第二十九号の十四様式（第十九条の十三関係）（平23法省令43・追加、平24法省令40・平31法省令7・一部改正） 番号 日本国政府法務省 在留カードの再交付申請命令書 殿 下記のとおり，出入国管理及び難民認定法第19条の13第2項の規定に基 づき，本命令書を受領した日から14日以内に在留カードの再交付を申請する ことを命じます。 記 1在留カードの再交付申請命令の対象者 氏名 生年月日 年月日 国籍・地域 住居地 2理由 年月日 出入国在留管理局長  


